
 

 

公    告 
 

  次のとおり一般競争入札を行いますので公告します。 

    令和６年４月５日 

                               奈良県知事  山下 真 

 １ 競争入札に付する事項 

(１) 委託業務名 

     令和６年度から令和９年度 奈良県本庁庁舎保安警備等業務委託 

 （２）業務内容 

     ①通常業務  ２４時間体制での本庁庁舎の常駐警備 

     ②臨時業務  奈良公園周辺でのイベント及び屋上開放に伴う警備 

（３）委託業務履行場所 

     奈良市登大路町３０番地・８０番地 奈良県本庁庁舎（本庁舎・分庁舎）及びその構内 

 （４）履行期間 

      令和６年６月１日午前８時００分から令和９年６月１日午前８時００分までとします 

（５）事前研修期間 

    本件入札の落札者は、令和６年５月１日午前８時００分から令和６年６月１日午前８時００分ま

で、奈良県本庁庁舎にて引き継ぎのための事前研修を警備責任者または副責任者を派遣して実施する

ものとします。 

    なお、事前研修にかかる警備員の派遣費用は上記（４）の期間にかかる本契約金額とは別に支払う

ものとします。 

（６）入札方法 

    入札は、総合評価一般競争入札で行います。入札者は、総合評価のための評価算定資料一覧表及び

評価項目算定資料並びに入札書を別途指定する日までに提出して下さい。必要書類の種類、部数等に

ついては、入札説明書によります。 

２  競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立て（同法附則第 

２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事件」といいます。）に係る

同法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条に規

定する更生手続開始の申立てを含みます。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含み

ます。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者と

みなします。 

（３） 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２条の規定による廃止前

の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であ

ること。 

（４） 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は

申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、

再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされ

なかった者とみなします。 

（５） 奈良県における「物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程」（平成７年１２月奈良県公告

第４２５号）に基づく競争入札資格者名簿に登録されていてかつ次の条件を満たしていること。 

  ア 営業種目に営業種目コードＱ１（建物管理）小分類⑩警備・受付等に主業種で登録されている者。 

  イ 本社、支社、営業所等の所在地が奈良県内で登録されていること。 

（６） 奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中でない者で

あること。 

(７) 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による公安委員会の認定を受けていること。 

（８） 上記（５）のイの事業所において警備業法第２条第１項第１号の業務に係わる警備員指導教育者を選任

していること。 

（９） 配置登録する警備員は、正規に雇用した社員であって次の要件を満たす者を配置できること。（上記

１の（２）の①に適用） 



 

 

   ア 警備業法による施設警備１級又は２級の資格を有する者若しくは、建築物の常駐警備を通算３年以

上経験している者 

     イ 警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）第１４条第３項第４号

の規定による警備員検定の欠格事項に該当しない者 

ウ 電話交換業務及び機械警備の操作経験を有する者 

（10）配置登録された警備員のうち、施設警備１級又は２級の資格を有する者で建築物の常駐警備を通算５年

以上経験している者を警備責任者として 1 名及び副責任者として最低４名以上選任すること。（上記１の

（２）の①に適用） 

（11） 配置登録された警備員のうち５名以上には、消防法８条２の５及び同３６条の規定に定める自衛消防

業務の講習を受講させることが可能であること。 

（12） 直近５年間に下記のアからウのいずれかに該当する規模の建築物で常駐警備業務の契約を締結し、適切

に業務を行った実績がある者であること。（１年間以上の実績） 

ア  地階を除く、階数が４階以下の防火対象物にあっては延べ面積５万㎡以上 

  イ  地階を除く、階数が５階以上１０階以下の防火対象物にあっては延べ面積２万㎡以上 

ウ  地階を除く、階数が１１階以上の防火対象物にあっては延べ面積１万㎡以上 

（13）１０億円以上の損害賠償保険に加入していること。 

(14) 奈良県に対し県税の滞納がないこと。 

(15) 奈良県暴力団排除条例（平成２３年奈良県条例第３５号）に該当しない者。 

(16) プライバシーマーク(JIS Q 15001準拠)認証取得事業者又はＩＳＭＳ(ISO/IEC27001/JIS Q 27001準拠)

認証取得事業者であること。ただし、公告日から過去５年間（公告日から令和６年６月 1日までの未履行

期間を含む。）において本委託業務を契約締結し誠実に履行した者にあっては、個人情報安全管理のため

のマネジメントシステム等を構築している者でも可とします。 

 

３ 競争入札参加資格の確認 

 入札参加者は、入札説明書に定めるところにより、競争入札参加資格確認書類を下記（１）の期間中に提出

し、事前に競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。また、入札参加者は、入開札日の

前日までの間において、奈良県から提出書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければなりませ

ん。 

 なお、競争入札参加資格のない者は本入札に参加することは出来ません。 

（１） 提出期日 令和６年４月１２日（金）午後５時まで 

（２） 提出場所 ５（１）に示す場所 

（３） 提出部数 各１部 

（４） 提出方法 持参 

（５） 競争入札参加資格確認書類 

   ア  競争入札参加資格確認申請書兼誓約書（別紙様式１） 

   イ ２の（５）に掲げる競争入札参加資格審査結果通知書の写し 

   ウ ２の（７）に掲げる認定書の写し 

    エ ２の（８）に掲げる資格者証の写し及び警備業法第９条に定める届出書の写し 

オ ２の（９）、（１０）に掲げる配置登録予定者にかかる氏名及び住所を記載した書類（任意様式、た

だし警備責任者及び副責任者を明記すること）、資格者証の写し、経歴書、健康保険被保険者標準報酬

決定通知書等社会保険加入を確認できる書類の写し及び、時間外労働・休日労働に関する協定届の写

し。 

カ ２の（１２）を証明する契約締結実績確認書（写し可。１年以上とする。契約締結実績件数の多寡は

問わない。）（別紙様式２） 

  なお、契約締結実績確認書に代えて契約締結実績物件の契約書（写し可）でも可能です。ただし、契

約締結実績物件の面積及び階数が記載された資料（写し可）を必ず添付してください。 

キ ２の（１３）を証明する書類 

ク ２の（１４）を確認できる県税の「滞納のない証明」の納税証明書（発行後３ヶ月以内のもの、写し

可） 

ケ ２の（１６）を確認できるプライバシーマーク(JIS Q 15001 準拠)登録証又はＩＳＭＳ

(ISO/IEC27001/JIS Q 27001準拠)登録証の写し。 

  上記２の（１６）ただし書きの場合は、個人情報安全管理のためのマネジメントシステム等の構築を



 

 

確認できる次に掲げる内容が規定された部分の社内規定等の写し。 

(ｱ) 個人情報管理に関する組織体制、管理者の権限と責任、取り組む体制 

(ｲ) 個人情報の管理方法、利用手順などのルール 

(ｳ) 個人情報保護に関する意識の向上、モラルの維持、安全管理に関する知識の習得などの研修・教育

方法 

(ｴ) ルール等の運用の監視方法 

コ ２の（５）イを確認できる法人県民税の納税証明書（発行後３ヶ月以内のもの、写し可） 

サ 会社概要（パンフレット等会社概要が記載されているもの） 

（６） 入札参加資格の可否を、令和６年４月１７日（水）までにＦＡＸにて通知します。 

入札参加資格確認通知書（正）はＦＡＸした後、各申請者あて郵送いたします。 

（７） その他 

   ア 提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とします。 

   イ 提出された書類は、競争入札資格の確認に使用する以外は無断で他の資料として使用しません。 

   ウ 提出された書類は返却しません。 

  

４ 見積根拠資料の提出 

  入札参加者は、入札説明書に定めるところにより、積算根拠資料を作成し入札書とともに提出しなければな

りません。 

 

５ 入札手続等に関する事項 

(１) 担当部局 

      〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０番地 

       奈良県総務部管財課管理係     

       電 話 ０７４２－２７－８４０６ 

      ＦＡＸ ０７４２－２２－７４３１ 

  （２） 入札説明書及び仕様書の配布 

    ア  期 間 

        令和６年４月５日（金）から同４月１１日（木）までの午前９時から午後５時まで（奈良県の休日を

定める条例（平成元年奈良県条例第３２号）第１条に規定する休日及び正午から午後１時までを除きま

す。）とします。 

       イ 場所  

（１） に同じです。 

 （３） 仕様書等に関する質問（電話連絡のうえＦＡＸ） 

    ア 提出期限 

     令和６年４月１２日（金）午後５時まで 

    イ 提出先 

     （１）に同じです 

 （４） 質問に対する回答閲覧 

    ア 期 間 

     令和６年４月１７日（水）から同４月２５日（木）までの午前９時から午後５時まで（奈良県の休日

を定める条例（平成元年奈良県条例第３２号）第１条に規定する休日及び正午から午後１時までを除き

ます。）とします。 

    イ 場 所 

     （１）に同じです。なお、奈良県管財課ホームページ上にも掲載します。 

  (５)  入開札の日時及び場所 

ア 日 時  

令和６年４月２４日(水) 午前１０時 

       イ 場 所  

奈良市登大路町３０番地 

      奈良県本庁舎 情報管理棟内会議室 

(６)  入札方法等に関する事項 

        入札者は、所定の評価項目算定資料一覧表及び評価項目算定資料を作成し、入札書と一緒に同じ



 

 

封筒に入れて、封をした上、所定の場所及び日時に入札してください。なお、入札参加資格がある

と認められ、競争入札に参加する場合は、入札参加資格確認後に奈良県から送付する一般競争入札

参加資格確認通知書を当日持参し提示してください。 

       １ 入札 

入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合には、入札前 

に委任状を提出するものとします。入札者は、その提出した評価項目一覧表、評価項目算定資料及

び入札書を引き換え、変更、又は取り消すことはできません。      

      ２ 入札書の記載 

入札書の記載に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金

額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載するものとします。 

また、入札書に記載する金額は入札説明書（別紙様式６）業務委託見積根拠資料に基づき、本庁

庁舎保安警備等業務（通常業務）（一）～（四）と本庁庁舎保安警備等業務（臨時業務ア屋上業

務）（五）と本庁庁舎保安警備等業務（臨時業務イ秘書課前）（六）の合算とし、（別紙様式６）

業務委託積算根拠資料の（七）入札書記載金額（（一）～（六）の計）と同じ金額を記載して下さ

い。 

ただし、本庁庁舎保安警備等業務（通常業務）は令和６年６月１日から令和９年６月１日までで

本庁庁舎保安警備等業務（臨時業務）を除く総額での契約とし、本庁庁舎保安警備等業務（臨時業

務）は１時間あたりの単価契約とします。（仕様書（別紙３）屋上開放に伴う臨時警備（予定）参

照） 

    ３ 入札保証金 

         奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第４条に定めるところによります。 

       ４ 契約保証金 

         契約の相手方は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証金を納付するものとし

ます。ただし、奈良県契約規則第１９条第１項ただし書各号に該当する場合は免除します。 

５ 落札者の決定方法  

  予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額の範囲内の価格をもって有効な入札をした者を落札

候補者とし当該落札候補者であって、別記落札者決定基準に定める評価方法により算出された技術

点及び価格点を合計した総合点が最も高い者を落札者とします。 

６ 入札の無効 

      この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、奈良県契約規則第７条に該当する入札 

及び入札に関する条件に違反した入札及び競争入札参加資格確認書類に虚偽の記載がある者のした

入札は無効とします。 

     

６ 契約の解除等 

  発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することが出来る。 

   （１）受注者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 

  （２）受注者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込

みがないと明らかに認められるとき。 

   （３）受注者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 

   （４）受注者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 

 （５）受注者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 

（６）受注者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 

   （７）受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体

にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営

業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年５月法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に

関与していると認められるとき。 



 

 

ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 本契約に係る資材、原材料の購入契約等の契約に当たって、その相手方が上記アからオのいずれかに

該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 本契約に係る資材、原材料の購入契約等の契約に当たって、上記アからオのいずれかに該当する者を

その相手方としていた場合（上記カに該当する場合を除く。）において、奈良県が奈良県との契約の相

手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 

ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその

旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 

 

 ２ 発注者は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終らない間において特に必要があるときは、契約を解

除することができるものとします。 

 

７ 契約に係る損害賠償 

   （１） 発注者が前条の２の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、県に帰属するもの

とします。 

   （２）上記（１）の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは契約

金額の１００分の１０に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納

付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければなりません。 

   （３）契約者が第６の（１）に該当する場合には、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約者は、

前項に定める損害賠償金のほか、契約金額の１００分の１０以上に相当する金額を損害賠償金として納付

しなければなりません。ただし、県に損害が生じない場合において発注者が特に認めるときは、この限り

ではありません。 

 

８ 入札の中止 

（１） 入札の対象となる業務委託に係る予算が議決されない場合は入札を中止します。 

（２） 天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは、入札を中止します。 

（３） 入札者の連合の疑い、不正不穏行動等をなすことにより入札を公正に執行できないと認められる時 

は、入札と取り消すときがあります。 

（４）  

９ 権利義務の譲渡禁止 

  受注者は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、又はその業務の一部もしくは全部を

請け負わせることは出来ません。 

 

10 その他 

   (１) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

       日本語及び日本国通貨に限ります。 

   (２) 契約書作成の要否 

       要  

   (３) 詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 

  （４）奈良県公契約条例に関する明示 

     この契約は、奈良県公契約条例（平成 26年７月奈良県条例第 11号）第２条第２号に規定する特定公

契約に該当します。 

     契約書には、別添として「特定公契約特約条項」を添付します。 

    この契約の受注者となった者は、奈良県公契約条例、奈良県公契約条例施行規則 

    （平成 26年 10月奈良県規則第 33号）を遵守し、「特定公契約特約条項」に定める事務を履行しなけれ  

ばなりません。 

     この契約の受注者となった者が、これらの条項に違反した場合は、奈良県公契約条例に基づく過料処

分及び入札参加停止措置の対象となることがあります。 



 

 

     詳細は奈良県会計局ホームページに掲載する「奈良県公契約条例の手引き」を参照してください。 

  （５）不明な点については、奈良県総務部管財課管理係（電話０７４２－２７－８４０６）までお問い合わ

せ下さい。 

 


